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　今回の講演にて大変貴重な経験を積むことができ
ました。戦後間もない時期に混乱していた日本で「自
己責任・能力成果主義」を主張するのではなく、「連
帯・協同・絆」で助け合いの輪を広げてできたのが、
労働者自主福祉運動だと感じた。近年では、歴史的
なパンデミック、物価高や少子高齢化など社会的な
不安を抱えているものも多くいる。そんな時代だから
こそ、仲間を作り、助け合いの輪をこれから広げてい
くことが重要である。自身も労働組合の組合員の一
員として仲間を広げていく活動に積極的に参加をして
いきたいと思った。他金庫の職員やこくみん共済
coopの職員、他の労働組合の組合員の方々と意見を
交換する場もあり、良い刺激となった。今回の経験を
自身の周りの人たちと共有し、労働者自主福祉運動
の発展に役立て、次の世代へバトンを繋いでいきたい
と思った。

　今回、労働者自主福祉運動の成り立ち・歴史・これからのことや、労福協の
2030年ビジョンについて講義を受け貴重な経験ができました。ありがとうござ
いました。
　歴史を知ることによって労働者自主福祉運動について考える事ができました。
連帯、協同、絆の意味を知り、運動の必要性、重要性を学びました。
　労働者が労金と全労済がつくり、生活に困った人をみんなでたすけるためつく
られたこと。今まで多くの労働者が助けられ救われ、生活に困った人をみんなで
支えることができたこと、困った時はお互いさま、困ったひとがいたら助ける、自
分がこまったらたすけてもらうという、相互扶助の精神が労働者を支えているこ
とも学ぶことができました。
　2日目の分散会では、他の職場の仲間と意見交換ができ、労働組合の執行部の方
から困った事例や良い事例などの様々なお話しをきくことができました。他団体の
方と繋がり、様々な話しをすることで、労働運動の大切さをより実感できました。
　社会が変化し人と人との繋がりが薄れつつありますが、今後、ともに運動する
労福協の原点である｢福祉はひとつ｣を思いだし、みんなが幸せな生活が送れるよ
う、職場や協同団体の方と一緒に労働運動を広め、伝えていきたいです。

  　今回、貴重な養成講座に参加させて頂きありがとうございました。今まで漠然としか考えたことのなかった「労働者福祉運動」の理念や
労福協の歴史を学びました。
　特に、戦後復興期に、助け合いの精神で創り上げられた事業団体である、労金・こくみん共済coopの成り立ちは大変意義深いものがあり
ます。先人や諸先輩方の苦労のもと、主義・主張が異なる労働組合であっても、豊かな生活の実現や「福祉」の名の下で結集し、平時・有事に
関わらず多くの労働者の生活を守ってきました。昨今の労働環境は戦後と比べると比較的整備されており、連帯や絆が弱まっているように
感じます。一方で、物価高や労働人口減少など社会情勢への不安も大きく、助けを必要としている労働者もいます。今一度、自己責任・競争社
会から共助・連帯社会への転換や支えあう社会の実現が求められていることを感じました。
　また「労働者福祉運動」は、「真に平和で豊かなくらしを保障する社会を創ること」であり、賃金・労働条件改善や職場環境改善等を並び、
労働組合活動の大きな柱であるべきであると再認識しました。しかし、運動が十分に根付いているとは言い難いと思います。中四国各県の
参加者とのグループワークでも様々な意見が出ましたが、運動推進するための課題は多くありますが、その中でも地道に取り組む必要があり
ます。労金・こくみん共済coopと共に歩むことはもちろんですが、高知県や中四国の仲間たちとも連携し、わたしたちの世代がこれからの運
動をより発展させていかなければならないと感じました。

西部労福協「第9期労働者福祉運動の理念・歴史・リーダー育成講座」開催

つながる・寄りそう・支えあう。「福祉はひとつ、労福協！」
高知医療センター労働組合／連合高知　青年委員会（副委員長）　小林　誠治

「第9期労働者福祉運動の理念・
歴史・リーダー育成講座」参加報告

四国労働金庫　五百蔵　大暉

第9期労働者自主福祉運動の理念・
歴史リーダー養成講座に参加して

こくみん共済coop〈全労済〉　今津　幸子

　8月2日（金）・3日（土）に岡山市「ピュアリティ まきび」にて、新しい労働者福祉運動の構築にむけたリーダーの育成を
目的に開催されました。



　今年度も四国労働金庫・高知県退職者連合・連合高知と協力し、税理士のご指導を得ながら
「確定申告無料相談会」を開催いたします。詳細につきましては、下記のとおりになりますが、
完全予約制になりますので、ご予約をお願いいたします。

2024年度確定申告無料相談会のお知らせ

　公的年金等による収入額が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、確定申告を
しないことの選択ができることになっています。このため多くの方が医療費控除や保険料
控除など、還付の権利を放棄している場合があります。
　また、確定申告をすることにより、翌年の住民税に反映し減税につながる可能性もあり
ますので、申告することをお勧めいたします。

須崎地区  2024年1月30日（木）午前10時から ＜定員：21名＞
　 会場 四国労働金庫須崎支店2階
安芸・南国地区 2024年1月31日（金）午前9時半から ＜定員：30名＞
 会場 四国労働金庫南国支店2階
高知地区 2024年2月3日（月）午前9時半から ＜定員：54名＞
 2024年2月4日（火）午前9時から ＜定員：54名＞
 会場 高知会館3階「飛鳥」 

高知県労福協：088－824－3583  又は  088－824－5533

2025年1月7日（火）～1月10日（金）　午前9時から午後5時まで

● 受付開始直後は、電話が集中し繋がらない場合があります。
● 受付期間中でも定員になり次第、予告なく受付を終了させていただきます。
● 譲渡所得・事業所得についての申告はお取り扱いしておりませんので、
　当日お断るする場合があります。
● 還付金受取口座及び納付振替口座については、四国労働金庫の口座に限定します。
● 当日は、完全予約制です。予約時間より早く来られた際は、
　入場制限を設ける場合がありますので、ご了承ください。

1. 開催日時

2. 申 込 先

3. 受付期間

4. そ の 他



　2024年10月31日（木）こうち食支援ネット「つなげ
よう食支援の『わ』」が高知県立ふくし交流プラザで開
催されました。
　1部では、子どもの居場所づくりの先進県である佐賀
県から二人の講師をお迎えし、佐賀県において食支援
活動を行うにあたり、行政・企業等の連携がどのように
行われているか。また、行政機関として一から始めるこ
ととなった有田町の子どもの居場所づくりのきっかけづ
くりについて、各 ご々講演いただきました。
　はじめに、一般社団法人さが・こども未来応援プロ
ジェクト（通称：さがっこ）の事業部長高山哲也氏から
「佐賀県におけるソーシャルセクター連携とこども食堂
ネットワークの活動の事例」を演題に講演が始まりまし
た。佐賀県では2004年に市民社会組織（ＣＳＯ）と行政
がともに地域社会の課題解決に向け積極的に行動する
「県民協働宣言」を表明することから出発しました。多
様な県民ニーズへの対応では、行政のみでは限界がある
地域課題を解決していくことが求められます。一方で、
自己実現や社会課題に向け、自主的・多彩な市民活動が
活性化されるなか、社会を構成する多様な主体による県
民づくりを進める必要がありました。こうした手法が
「県民協働」であり、県と市民社会組織（ＣＳＯ）が協働
して、ともに活力ある市民社会づくりをめざす指針を定
めています。そうした流れにより、それぞれの団体・企
業・行政、そして地域住民との協力が必要不可欠であっ
たとの話がありました。

2024年度こうち食支援ネット交流イベント

　次に、佐賀県有田町役場子育て支援課の副課長の古
川仁氏からは「0からのきっかけ」と題して、人口18,675
人の有田町での子ども食堂の成り立ちや、町をあげて子
どもの居場所づくりを率先して取り組まれている現状の
話がありました。なかでも、事業を行うにあたり予算を
付けることは容易でないが、担当者の熱意があれば出
来ないことはないのだと感じさせられました。その行動
力が実を結び、子ども食堂を通じて、学習支援やアウト
ドアクッキングなど、幅広く子どもの育成に必要な活動
が取り組まれています。また、子どもだけでなく町民も
一緒になって取り組む姿勢が、これこそが地域づくり・
街づくりの本来の姿だと思いました。

　第2部では、グループトークを行い、講師の話で「ここ
がすごかった！」など感想を出し合い、また「もう少し聞
いてみたいこと」など質問をまとめて、8つのグループが
発表しました。たくさんの感想・意見がでるなか、まず
感じたことは、二人の熱い情熱が行動力と目標に向けて
のスピード力を上手く加速させている源であることを参
加者全員が確信することができる交流イベントになりま
した。私たちこうち食支援ネットも、団体・企業・行政が
それぞれの立場の持ち味を発揮し、また連携しつつ、こ
の高知で誰ひとり取り残さない社会を実現できるようが
んばりたいと思いました。

つなげよう食支援の『わ』



「お兄ちゃん、その会社もしかして」
（異性をデートに誘うコツは載せていません）

知っておくべき最低限のマナー
社会人生活をうまく乗り切るマナーとルール

2 3

人間はそれぞれ「ものさし」がある。相手の「ものさし」に合わせて十分考えないと失敗するぞ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中角栄）

「法律」この言葉と自分は縁遠いなんて思っていませんか。なんだか難しそうです
よね。でもあなたがカフェでオーダーしたらもう法律のお世話になっているのです。
（売買契約と言います。）法律は働く場面でも関わってきますし、トラブル解決の
ための有効な手段です。「学校で法律を教わっちゃあせんにわからんちや！」「誰
に相談したらえいが？」そんなあなたでもラクに法律を使えるように私たちがまと
めたのがこのハンドブックです。この国ではたとえ自分が正しくても法律を知らな
いと自分の権利は守ってもらえませんし、知らないではすまされないこともありま
す。逆に法律をうまく使いこなせればあなたにとって強力な武器となります。
このハンドブックを活用して働いているときに困ったらすぐに役立つ知識を身につ
けておきましょう。

　Ｗｈａｔ　　（仕事の内容）： 何をするのか、何から始めるのか
　Ｗｈｅｎ　　（期限・納期）： いつまでにするのか
　Ｗｈｅｒｅ　（仕事の場所）： どこで仕事をするのか、情報はどこにあるのか
　Ｗｈｙ　　　（意義・目的）： なぜこの仕事をするのか
　Ｗｈｏ　　　（担　当　者）： だれがこの仕事に関係しているのか
　Ｈｏｗ　　　（方法・進め方）： どのようにすればよいのか
　Ｈｏｗ　ｍｕｃｈ　（予　算）： いくらかかるのか

仕事を効率よく行うための『５Ｗ２Ｈ』Point

仕事をスムーズに進めるために欠かせない『報告』『連絡』『相談』の略です。
職場でのミスやトラブルを未然に防ぎ、仕事の効率をアップするために重要です。

 仕事の進捗に合わせて必要な情報だけを簡潔にまとめ、結論を上司に伝え
ましょう
 連絡は情報を多くの関係者に伝えるもので、自分の意見や憶測は入れずに
端的かつ明瞭に知らせましょう
 判断に迷う時は必ず上司や先輩、同僚に参考意見を聴きアドバイスをして
もらいましょう

職場での「ホウ・レン・ソウ」は社会人の基本Point

一人ひとりの心がけが職場の雰囲気づくりに役立ちます。常に相手に対して思いやりを
持って接することを心がけ、ビジネスマナーを考えられる社会人になりましょう。

自分から積極的に挨拶をPoint

魅力的な人に出会うたびに、礼儀正しさ、謙虚さ、自然ににじみ出る優しさなど、素敵だと思う
その人の魅力を取り入れていけばいい。（ケーリー・グラント）

１．時間厳守
　　始業時刻や約束の時刻よりも早く到着するよう心がけましょう
２．自覚と責任感
　　労働の対価として給料を貰っていることを自覚しましょう
３．仕事を覚える
　　教えてもらったことは、必ずメモをとり、同じ質問を繰りかえさないようにしましょう
４．企業としてのルールを把握する
　　ルールは守り、その意味を把握するようにしましょう

社会人が守るべきこと

報告の仕方報告の仕方

連絡の仕方連絡の仕方

相談の仕方相談の仕方
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働く人のための
ハンドブック

　近年、新卒者の早期離職率が高くなっている傾向が出ているとの報告や、若年層から、長時間労
働や残業代未払いなどの労働相談も多く寄せられるなど、ワークルールの重要性や様々な権利等を
就労前に教える機会が求められています。
　高知県労福協では、働くうえで知っておくべき最低限のワークルール、労働者として知って欲しい
労働の基本ルールを身に付けていただける内容として「働く人のためのハンドブック」を作成して、毎
年、高等学校や専門学校等に提供するとともに、ハンドブックをテキストとして「労働教育セミナー」
も開催しています。
　労働教育セミナーは、「社会人としてのマナー」「労働契約「就業規則」「労働時間」「休日」「賃
金」や「各種保険」など、身に付けておきたい知識の修得を目的に実施していますので、学生のみな
らず会社等の新人研修にも役立ちます。セミナー実施費用および資料提供を無料としていますので、
セミナーご希望の団体等お申込みをお待ちしています。また、「働く人のためのハンドブック」のみの
提供（無料）も可能ですので、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

おにいちゃん、その会社もしかして

「労働セミナー」開催！

◆一般社団法人高知県労働者福祉協議会
高知市本町4丁目1－32　こうち勤労センタービル5階
TEL 088－824－3583　FAX 088－875－4887
※労働セミナーの内容に関するご希望などについては、事前に打ち合わせをさせていただきます。

学校でのセミナーや
新採研修などにご活用ください！

無
料

お問合せ先

「労働ハンドブック」提供
＆ 無料



　我が国の「法律」の上には「日本国憲法（以下「憲法」と略します）」という絶対的なルールがあります。「憲法」
は国民の生活のために国が行わなければならない義務をリストアップした基準です。この基準の範囲内で法律が
生まれます。「法律」とは社会の秩序を保つために憲法の範囲内で国が国民に制限や保護を与えるルールだと考え
てください。
　憲法の基準から、働くことに関する法律は生まれていますが、中でも労働基準法は労働者保護の観点から最低
基準のルールが定められており、違反した会社には厳しい罰則があります。働くことに関する法律は多いのでここ
ではまとめて「労働法」といいます。

働く人のためのハンドブックをご紹介！

労働者と使用者の違い
労働法とは

会社内での役職の名称ではなくその責任と権限に見合っている
かで「管理監督者」なのか判断されます。つまり、肩書が偉く
ても待遇がその責任に見合っていないときは違法な「名ばかり
管理職」と判断されます。

働く立場の「労働者」とは、正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトなど、
働き方に違いはあっても「労働者」として労働法の保護を受けます。

～泣きたくなければ法律を学びましょう！～

労働者・使用者の権利と義務

①労働者の人事を決め
ることができる
②労働者に必要な指示
や命令を出すことが
できる
③労働契約の範囲内で
労働者の労働力を自由
に利用できる　など

労働者に労働の対価と
して賃金を支払う

使用者の権利使用者の権利

使用者の義務使用者の義務

①働いた分だけ賃金が
もらえる
②社会保険に入れる
③休日や休暇がもらえる

など

①使用者の命令に従う
②労働力の提供　など

労働者の権利労働者の権利

労働者の義務労働者の義務

使用者 労働者

賃金

労働

労働契約書
①給料
②時間
③休日

など

肩書がなくても・・・
労働時間
決定権

ボーナス

重要な
職務



「お兄ちゃん、その会社もしかして」
（異性をデートに誘うコツは載せていません）

知っておくべき最低限のマナー
社会人生活をうまく乗り切るマナーとルール

2 3

人間はそれぞれ「ものさし」がある。相手の「ものさし」に合わせて十分考えないと失敗するぞ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中角栄）

「法律」この言葉と自分は縁遠いなんて思っていませんか。なんだか難しそうです
よね。でもあなたがカフェでオーダーしたらもう法律のお世話になっているのです。
（売買契約と言います。）法律は働く場面でも関わってきますし、トラブル解決の
ための有効な手段です。「学校で法律を教わっちゃあせんにわからんちや！」「誰
に相談したらえいが？」そんなあなたでもラクに法律を使えるように私たちがまと
めたのがこのハンドブックです。この国ではたとえ自分が正しくても法律を知らな
いと自分の権利は守ってもらえませんし、知らないではすまされないこともありま
す。逆に法律をうまく使いこなせればあなたにとって強力な武器となります。
このハンドブックを活用して働いているときに困ったらすぐに役立つ知識を身につ
けておきましょう。

　Ｗｈａｔ　　（仕事の内容）： 何をするのか、何から始めるのか
　Ｗｈｅｎ　　（期限・納期）： いつまでにするのか
　Ｗｈｅｒｅ　（仕事の場所）： どこで仕事をするのか、情報はどこにあるのか
　Ｗｈｙ　　　（意義・目的）： なぜこの仕事をするのか
　Ｗｈｏ　　　（担　当　者）： だれがこの仕事に関係しているのか
　Ｈｏｗ　　　（方法・進め方）： どのようにすればよいのか
　Ｈｏｗ　ｍｕｃｈ　（予　算）： いくらかかるのか

仕事を効率よく行うための『５Ｗ２Ｈ』Point

仕事をスムーズに進めるために欠かせない『報告』『連絡』『相談』の略です。
職場でのミスやトラブルを未然に防ぎ、仕事の効率をアップするために重要です。

 仕事の進捗に合わせて必要な情報だけを簡潔にまとめ、結論を上司に伝え
ましょう
 連絡は情報を多くの関係者に伝えるもので、自分の意見や憶測は入れずに
端的かつ明瞭に知らせましょう
 判断に迷う時は必ず上司や先輩、同僚に参考意見を聴きアドバイスをして
もらいましょう

職場での「ホウ・レン・ソウ」は社会人の基本Point

一人ひとりの心がけが職場の雰囲気づくりに役立ちます。常に相手に対して思いやりを
持って接することを心がけ、ビジネスマナーを考えられる社会人になりましょう。

自分から積極的に挨拶をPoint

魅力的な人に出会うたびに、礼儀正しさ、謙虚さ、自然ににじみ出る優しさなど、素敵だと思う
その人の魅力を取り入れていけばいい。（ケーリー・グラント）

１．時間厳守
　　始業時刻や約束の時刻よりも早く到着するよう心がけましょう
２．自覚と責任感
　　労働の対価として給料を貰っていることを自覚しましょう
３．仕事を覚える
　　教えてもらったことは、必ずメモをとり、同じ質問を繰りかえさないようにしましょう
４．企業としてのルールを把握する
　　ルールは守り、その意味を把握するようにしましょう

社会人が守るべきこと

報告の仕方報告の仕方

連絡の仕方連絡の仕方

相談の仕方相談の仕方
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くらしの相談
　くらしに関する相談（生活・金融・土地・税金・奨学金など）を受け付けしています。相談内容に応
じて、各専門家にお繋ぎします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。（後日要予約：弁護士、税
理士、司法書士等にご相談の場合は、30分間は無料ですが、内容に応じて費用がかかる場合があり
ます。）

　2024年度の研修会テーマは、昨年度に引
き続き『防災』です。災害によって被災した時
の避難所生活について、実際どのように作ら
れていくのか。また、避難所生活を送るにあ
たり、私たちが協力し合えることは何か？な
ど、シュミレーション形式で学びたいと考えて
います。参加費は無料となっていますので、多
くの方のご参加をお待ちしています。（お申込
みは、高知県労福協まで。088-824-3583）

　女性活躍推進法とは、正式名称を「女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64
号）といい、2015年4月に成立、2016年4月に施行されま
した。これは、男女雇用機会均等法を改正する形で制定
された法律です。女性活躍推進法は、女性の活躍を推進
することを目的として、企業に対し、女性の活躍に関する
状況の把握、行動計画の策定とその公表などを義務付け
ています。
　この法律は、労働人口減少への対策、経済活性化、男女
共同参画社会の実現などを目指しています。具体的には、
企業に対して、女性の採用、登用、働き方の見直しなどを
促し、女性がその能力を最大限に発揮できる環境づくり
を推進しています。女性活躍推進法は、企業規模によって
取り組み内容が異なり、従業員数が300人以上の企業は、
行動計画の策定・提出、情報公表などが義務付けられて
います。また、従業員数が300人未満の企業は努力義務と
されています。

女性が活躍できる
職場づくりをはじめませんか？
女性活躍推進法とは？

「働き方改革推進」予告

2024年度
高知県労福協研修会の
お知らせ

日 付●2025年1月25日（土）
時 間 ●13：30～（13：00受付） 予定
場 所 ●高知会館2階「白鳳」
講 師 ●さんすい防災研究所
　　　　　　　　山﨑　水紀夫  氏

『奨学金返済Q&A』の無料配布
　奨学金の返済に悩んでいる社会人や、これから奨学金を利用
することを検討している方を対象に、奨学金ガイドブック
「もう悩まないで。奨学金返済Q&A」を無料配布しています。
　ご入用の方は、高知県労福協までご連絡ください。
▶TEL 088-824-3583　

スマホから
見ることができます

　　くらしの相談センター（高知県労福協事務所内）
受付日時 月曜～金曜（祝日除く） 9時～17時
フリーダイヤル：0120-629-154

改訂版：2024年10月改訂

奨学金ガイドブック


